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林
野
火
災
を
防
ぐ
た
め
、気
象
状
況
に
応
じ
た
注
意
を
！

　
令
和
７
年
２
月
に
岩
手
県
大
船
渡
市

で
発
生
し
た
林
野
火
災
は
、
気
象
の
影

響
も
あ
り
、
住
宅
地
に
ま
で
延
焼
し
ま

し
た
。
こ
の
火
災
は
一
ヵ
月
以
上
に
わ

た
っ
て
燃
え
続
け
、
地
域
住
民
に
大
き

な
不
安
と
恐
怖
を
与
え
る
事
態
と
な
り

ま
し
た
。

　
こ
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
全
国
的
に
林

野
火
災
対
策
が
推
進
さ
れ
、
本
市
で
は

林
野
火
災
の
未
然
防
止
を
一
層
強
化
す

る
た
め
、
火
災
予
防
条
例
を
改
正
し
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
令
和
８
年
１
月

１
日
か
ら
、「
林
野
火
災
注
意
報
・
林

野
火
災
警
報
」の
運
用
を
開
始
し
ま
し

た
。
林
野
火
災
に
注
意
が
必
要
な
気
象

状
況
に
な
っ
た
と
き
に
発
令
さ
れ
、
市

民
一
人
ひ
と
り
の
防
火
意
識
の
向
上
と

被
害
の
軽
減
を
図
り
ま
す
。

　
乾
燥
や
強
風
な
ど
に
よ
り
林
野
火
災
の
危
険
性
が
高
ま
っ
た
場

合
、「
林
野
火
災
注
意
報
」ま
た
は「
林
野
火
災
警
報
」を
発
令
し
、
火

の
使
用
を
制
限
し
ま
す
。
大
切
な
命
と
自
然
を
守
る
た
め
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

の
運
用
を
開
始

警
報

林
野
火
災
注
意
報

林
野
火
災
注
意
報

林
野
火
災
警
報

①�

前
３
日
間
の
合
計
降
水
量
が
１
㎜
以
下
か
つ

前
30
日
間
の
合
計
降
水
量
が
30
㎜
以
下

②�

前
３
日
間
の
合
計
降
水
量
が
１
㎜
以
下
か
つ

乾
燥
注
意
報
が
発
表

注
意
報
の
発
令
指
標
に
加
え
、

強
風
注
意
報
が

発
表
さ
れ
て
い
る
場
合

対
象
期
間
は
１
月
か
ら
５
月

発
令
区
域
は
市
内
全
域

火
の
使
用
の
制
限

山
林
や
原
野
な
ど
で
火
入
れ
を
し
な
い

た
ば
こ
の
吸
い
殻
な
ど
の
残
火
や
取

灰
、火
粉
を
始
末
す
る

山
林
や
原
野
な
ど
市
長
が
火
災
発
生

の
お
そ
れ
が
高
い
と
指
定
し
た
区
域

内
で
喫
煙
を
し
な
い

屋
外
で
引
火
性
・爆
発
性
が
高
い
物
品

や
可
燃
物
の
近
く
で
喫
煙
を
し
な
い

屋
外
で
火
遊
び
や
た
き
火
を
し
な
い

花
火
な
ど
を
し
な
い

　

注
意
報
発
令
時
は
努
力
義
務（
罰
則
な
し
）、

警
報
発
令
時
は
義
務（
罰
則
あ
り
）が
課
せ
ら
れ

ま
す
。

火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い

煙
や
火
炎
を
発
す
る
行
為
を

実
施
す
る
場
合
、届
出
が
必
要
で
す

注意報・警報の
発令は同報無線や
音声告知、消防車両の
巡回、インスタグラム
などでお知らせします

届
出
が
必
要
な
場
合

例
…
炎
を
上
げ
、
火
の
粉
が
飛
散
す

る
行
為

届
出
が
不
要
な
場
合

例
…
調
理
器
具
を
使
用
し
、
炭
火
な

ど
で
調
理
す
る
行
為
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